
デジタルインフラ整備中国地域協議会 

開催要綱（案） 

１ 趣旨・目的 

総務省は、デジタル田園都市国家構想の実現のためには光ファイバ、５Ｇ、デ

ータセンター、海底ケーブル等のデジタル基盤の整備が不可欠であることを踏ま

え、これらの整備に向けて一体的かつ効果的な対策を推進するため、「デジタル田

園都市国家インフラ整備計画（令和 4 年 3 月）」（以下「整備計画」という。）を策

定・公表した。 

整備計画に基づき、地方公共団体、通信事業者、社会実装関係者、国の出先機

関等から構成される地域協議会を開催し、中国地域におけるデジタル実装とイン

フラ整備のマッチング等を推進する。

２ 名称 

デジタルインフラ整備中国地域協議会（以下、「本会合」という。）と称する。 

３ 検討事項 

（１）中国地域の光ファイバ・５Ｇ等の通信インフラ整備についてのニーズの把握

（２）デジタル実装と通信インフラ整備を加速するためのマッチングの推進（携帯

基地局の設置サイトの発掘と共有に向けた取組を含む。）

（３）通信インフラ整備の実現に向けた課題の整理

（４）その他目的に付帯すること

４ 構成及び運営 

（１）本会合は、中国総合通信局長（以下、「主宰者」という。）が招集し開催する。 

（２）本会合の構成員は別紙のとおりとする。

（３）主宰者は、必要に応じ構成員以外の関係者の参加を求め、その意見を聴くこ

とができる。また、本会合の開催に当たっては、オンライン会議、メール審議

等によることも可能とする。

（４）主宰者は、必要に応じて、作業班等を設置することができる。

５ 議事 

（１）本会合の会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより当事

者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合そ

の他主宰者が必要と認める場合については、非公開とする。

（２）本会合の会議で使用した資料については、原則として中国総合通信局のホー

ムページに掲載し、公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者

の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他主宰者が

必要と認める場合については、非公開とする。

（３）本会合の会議については、原則として議事要旨を作成し、中国総合通信局の

ホームページに掲載し、公開する。
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６ 設置期間 

本会合は、設置の日から当分の間とする。 

 

７ 事務局 

事務局は、中国総合通信局情報通信部情報通信振興課及び無線通信部電波利用

企画課とする。 

 

８ その他 

本開催要綱に定めるもののほか、運営に当たって必要な事項は、主宰者が定め

る。 

  



別紙

（順不同）

機関 部署 役職 氏名

中国総合通信局 中国総合通信局長 和久屋　聡

鳥取県 総務部 総務部長 松田　繁

島根県 地域振興部 地域振興部長 藤井　洋一

岡山県 総務部 総務部長 須江　裕紀

広島県 総務局 総括官（DX戦略） 向井　ちほみ

山口県 総合企画部 デジタル推進局 デジタル推進局長 永富　直樹

株式会社ＮＴＴドコモ　中国支社 ネットワーク部 部長 瀧本　恭祥

 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 専務取締役 上田　博之

ＫＤＤＩ株式会社　中国総支社 管理部長 横見　一義

ソフトバンク株式会社 エリアネットワーク本部 中国ネットワーク技術部 部長 杉本　秀紀

西日本電信電話株式会社　中国支店 執行役員 中国支店長 猪倉　稔正

日本ケーブルテレビ連盟　中国支部 支部長 森本　文矢

楽天モバイル株式会社 基地局設置統括本部 西日本エリア本部
西日本エリア事業室 中四国営業部 部長 古賀　裕介

■オブザーバー

中国財務局 管財部 管財総括第二課 管財総括第二課長 渡部　収

中国経済産業局 地域経済部 製造・情報産業課 製造・情報産業課長　 平山　智康

■事務局

情報通信部 情報通信部長 川崎　信治

情報通信部 情報通信振興課 情報通信振興課長 岩崎　恭二

無線通信部 無線通信部長 加賀谷　清治

無線通信部 電波利用企画課 電波利用企画課長 唐内　睦
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